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気になる記事：長期金利最低 0.190％に 

14日の東京市場で長期金利の指標の新発 10年物国債利回りが一時 0.190％に

下がり、史上最低を更新した。中国景気の減速や原油価格底割れへの不安から

投資ﾏﾈｰが安全資産とされる国債に流れたためだ。日経平均株価は、一時、３カ

月半ぶりに１万 7000円の大台を下回り、新興国・資源国通貨も軒並み売られた。 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

契約金額を変更する契約書の記載金額  《税務》 

契約金額を変更する契約書の記載金額については、変更前

の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかで

あるか否かにより、次のようにその取扱いが異なります。 

1 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが

明らかな場合 

(1)変更金額が記載されている場合 

 これには、変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載され

ていることにより変更金額を算出できる場合及び変更前の契約金

額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合も含みま

す。  

イ 変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるとき

は、その増加金額が記載金額になります。 

ロ 変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるとき

は、その変更契約書の記載金額はないものとなります。 

(2)変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないとき

は、変更後の金額が記載金額となります。 

2 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが

明かでない場合 

(1) 変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記

載金額となります。 

 これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等

により変更後の金額を算出できる場合を含みます。 

(2) 変更金額のみが記載されているときは、変更前の金額を増

額するもの及び減額するもののいずれもその変更金額が記載金

額となります。  

 

 

経営一言：単独では全てができる時代は終わった。顧客企業にとって価値あるパートナーとなることをめざす。選択権は顧客に移っている。選

ばれ続けるかどうかが競争力になる。                 （NTT社長・鵜浦 博夫氏） 

―所長コメント：ますます専門分野が細分化され、それぞれの知識と能力・システムが必要となってきた。全てを自分達でやることには限界があ

り、自分達の持つ強味を提供することにより新しい分野が生まれてくる。― 

 

土地・建物一括購入の取得価額の按分   《税務》 

 一括で取得した土地と建物それぞれの取得価額が明確でない

ことは多々あります。その時の取得価額は、次のいずれかの方

法で算出します。 

①契約書で建物に掛けられた消費税等の額が明らかなときは、

その消費税等の額を基に建物の取得価額を算定します。 

②購入価額の総額を購入時のそれぞれの時価で合理的に按分

して計算します。②は建物の建築年別や、木造・鉄骨造といった

構造別に１㎡当りの標準的な建築価額を定めた「建物の標準的

な建築価額」という表を使って計算することもできます。中古の建

物取得時にはその表を基に、建物建築年に対応する建築価額を

求め、建築時から取得時までの経過年数に応じた償却費相当額

を控除した残額を取得価額とします。 

  

 

仕事への自信と鍛錬  《経営》 

 「仕事への自信はあらゆる鍛錬によって生まれる」という考え方

があります。学問・スポーツ・健康維持・人格向上・勝負事等の勝

利獲得の自信も鍛錬によって決まると言えます。その自信の付

け方は人により区々でしょう。努力する人が自然に仕事への自

信を取得するという考えもありますが、鍛錬は自信の付け方を認

識して取り組むことが大事です。自信をつける鍛錬の工夫はたく

さんありますが、例えば次のような事柄を日々実行することで

す。 

（１）生き方のビジョン（展望）を持つ：現状を踏まえて目標を明確

にし、目標達成の日程計画や行動プログラムを作成する。更に、

ビジョンを実行することが大事。 （２）独自の職業能力を磨く：職

務上の知識・技能・人脈・営業力・交渉力等を理論面と実践面を

通じて真剣に取得する。 （３）健康管理：食事・運動・睡眠等のバ

ランスに留意し、体調の健全化を図る。日頃から、養生の知識と

その実践に励む。 

（４）読書（情報収集）の習慣を持つ：本・雑誌・新聞等を出来るだ

け多く読んで、知識と広い視野を持つ。特に本は週１冊、年５０冊

を最低限読むべき。 

  

 

タワーマンションの節税について  《税務》 

 一般的に 20 階建て以上のマンションを「タワーマンション」と呼

びます。展望の良い高層階は買うときの「時価」が髙くなります。

しかし「相続税評価」としては、高層階が他の階と比べて高いわ

けではありません。この差が相続税の節税につながります。相続

税評価は、財産を現金で持っているよりも、土地や建物といった

不動産で持っている方が下がります。マンションは一戸建てと比

べて時価に占める建物の割合が髙いため、相続税の節税効果

が高まります。自宅用として購入して子どもと同居すれば、いざ

相続が起きたときに、小規模宅地の評価減も使えます。不動産

を貸し付けることで、相続税評価を下げることもできます。 

 しかし、デメリットもあります。賃貸住宅は将来空室になってしま

いまう可能性があります。不動産は現金と異なり、相続時に時価

が下がっているリスクもあります。 

 また、あまりにも行き過ぎた節税対策には、必ず節税封じの対

象になるので、法律が変わる可能性を考慮しなければなりませ

ん。 

 
 


